
公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号
随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由(企画競争又は公募)

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備 　考

釧路開発建設部管内　道路整備効果分析外一連業務
釧路市ほか
令和 8年 4月 9日から令和 9年 2月25日まで
土木関係コンサルタント

村　上　　睦
釧路開発建設部
釧路市幸町１０丁目３番地

令和 8年 4月 8日
中央コンサルタンツ（株）　札幌支店
北海道札幌市中央区北四条東一丁目２
番地３

9180001026134

会計法第２９条の３第４項
　本業務は、各種統計データやヒアリ
ング等を基に釧路開発建設部管内にお
ける観光・物流などの動向を調査し管
内道路事業のストック効果を分析する
ものである。 
　当該業務は、技術的に高度なもの又
は専門的な技術が要求されるため、技
術提案の内容と企業や技術者の能力を
総合的に評価する簡易公募型プロポー
ザル方式を採用した。 
　その中で、技術提案のテーマである
「釧路・根室管内の地域の特性、現状
などをふまえストック効果の分析や整
備効果の広報時における留意点につい
て」に対して的確性及び実現性等が他
社より優れ、総合的に最も高い評価を
得た上記業者を特定した。 
　以上のことから、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号の規定により、上記業者と随意契
約を締結するものである。
（公募）

51,689,000 51,689,000 100.000

釧路開発建設部管内　道路交通安全対策検討業務
釧路市ほか
令和 8年 4月 9日から令和 9年 3月25日まで
土木関係コンサルタント

村　上　　睦
釧路開発建設部
釧路市幸町１０丁目３番地

令和 8年 4月 8日
北海道道路エンジニアリング（株）
北海道札幌市白石区中央三条２－１－
４０

4430001022211

会計法第２９条の３第４項
　本業務は、釧路開発建設部管内の国
道において、事故ゼロプランにて選定
された「事故危険区間」の集中的・重
点的な交通事故の撲滅を図ることを目
的に、最新の交通事故発生データ等を
用いて要因を分析し、効果的・効率的
な交通事故対策検討を行い、対策実施
済み箇所の効果検証を行うものであ
る。 
　当該業務は、技術的に高度なもの又
は専門的な技術が要求されるため、技
術提案の内容と企業や技術者の能力を
総合的に評価する簡易公募型プロポー
ザル方式を採用した。 
　その中で、技術提案のテーマである
「釧路開発建設部管内の「事故危険区
間」の対策未検討区間において、交通
事故特性、発生状況をふまえ、効果
的・効率的な事故対策の検討を行う上
での留意点について」に対して的確性
及び実現性等が優れた上記業者を特定
した。 
　以上のことから、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号の規定により、上記業者と随意契
約を締結するものである。
（公募）

24,805,000 24,805,000 100.000



公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号
随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由(企画競争又は公募)

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備 　考

釧路開発建設部管内　地域協働による道路管理検討業務
釧路市ほか
令和 8年 4月 9日から令和 9年 3月25日まで
土木関係コンサルタント

村　上　　睦
釧路開発建設部
釧路市幸町１０丁目３番地

令和 8年 4月 8日
（一社）北海道開発技術センター
北海道札幌市北区北十一条西２－２－
１７　セントラル札幌北ビル

2430005010809

会計法第２９条の３第４項
　本業務は、地域住民と道路管理者が
連携して道路課題の解決等に取り組む
協働型道路マネジメントに関して、令
和８年度の取組計画の策定・実行・評
価を行うとともに、新規展開や将来の
持続的発展に資する調査検討を行うも
のである。 
　当該業務は、技術的に高度なもの又
は専門的な技術が要求されるため、技
術提案の内容と企業や技術者の能力を
総合的に評価する簡易公募型プロポー
ザル方式を採用した。 
　その中で、技術提案のテーマである
「釧根地域において協働型道路マネジ
メント（サイクルツーリズム及びほっ
かいどう学）をより推進する上での留
意点について」に対して的確性及び実
現性等が優れた上記業者を特定した。 
　以上のことから、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号の規定により、上記業者と随意契
約を締結するものである。
（公募）

45,518,000 45,243,000 99.396

釧路開発建設部管内　道路防災点検業務
釧路市ほか
令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで
土木関係コンサルタント

村　上　　睦
釧路開発建設部
釧路市幸町１０丁目３番地

令和 8年 4月 1日

釧路開発建設部管内　道路防災点検業
務　ドーコン・山下コンサルタント
設計共同体
北海道札幌市厚別区厚別中央一条５－
４－１

会計法第２９条の３第４項
本業務は、釧路開発建設部管内におけ
る『道路防災カルテ』に基づく点検等
を行い、災害に至る要因を的確に把握
し、早期に必要な対応や検討を図るこ
とにより、現道交通の安全確保及び災
害発生を未然に防止する事を目的とす
る。
当該業務は、技術的に高度なもの又は
専門的な技術が要求されるため、技術
提案の内容と企業や技術者の能力を総
合的に評価する簡易公募型プロポーザ
ル方式を採用した。
　そのなかで、技術提案のテーマであ
る「適切な点検・評価・経過観察・修
繕実施提案を行う上で、技術力向上や
職員との連携に向けた工夫や留意点に
ついて」に対して、的確性及び実現性
等が優れた上記業者を特定した。
　以上のことから、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号の規定により、上記業者と随意契
約を締結するものである。（公募）

82,313,000 81,246,000 98.704



公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号
随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由(企画競争又は公募)

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備 　考

一般国道３３４号　羅臼町　知床峠維持管理検討業務
羅臼町
令和 8年 4月 8日から令和 8年 8月21日まで
土木関係コンサルタント

村　上　　睦
釧路開発建設部
釧路市幸町１０丁目３番地

令和 8年 4月 7日
（株）ドーコン
北海道札幌市厚別区厚別中央一条５－
４－１

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、一般国道３３４号羅臼町知
床峠の冬期通行止め区間において、冬
期規制解除に向けた現地調査、雪崩発
生危険箇所及び除雪作業時の点検調
査、及び、通行規制解除後の道路利用
者の安全確保措置の検討を行うもので
ある。
当該業務は、技術的に高度なもの又は
専門的な技術が要求されるため、技術
提案の内容と企業や技術者の能力を総
合的に評価する簡易公募型プロポーザ
ル方式を採用した。
　そのなかで、技術提案のテーマであ
る「現地気象観測及び現地調査を実施
する際に、調査員の安全確保及び緊急
対応を行う際の工夫や留意点につい
て」に対して、的確性及び実現性等が
優れた上記業者を特定した。
　以上のことから、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号の規定により、上記業者と随意契
約を締結するものである。
（公募）

15,587,000 15,510,000 99.506

釧路川計画高水流量検討外業務
釧路市ほか
令和 8年 4月15日から令和 9年 3月25日まで
土木関係コンサルタント

村　上　　睦
釧路開発建設部
釧路市幸町１０丁目３番地

令和 8年 4月14日
（株）ドーコン
北海道札幌市厚別区厚別中央一条５－
４－１

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
　本業務は、釧路川水系釧路川河川整
備基本方針変更の現時点における進捗
状況を確認し、釧路川河川整備基本方
針の変更に向けた計画高水流量検討、
河川環境目標検討などを実施するもの
である。 
　当該業務は、技術的に高度なものま
たは専門的な技術が要求されるため、
技術提案の内容と企業や技術者の能力
を総合的に評価する簡易公募型プロ
ポーザル方式を採用した。その中で技
術提案に求めたテーマの「釧路川の地
域特性を踏まえた計画高水流量の検討
に関する留意点について」に対して、
技術提案書における的確性、実現性等
が優れ、総合的に最も高い評価を得た
上記業者を選定した。 
　以上のことから、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号の規定により上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

75,053,000 74,580,000 99.370



公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号
随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由(企画競争又は公募)

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備 　考

一般国道４４号　厚岸町　尾幌糸魚沢　事業管理検討業務
厚岸町
令和 8年 4月 9日から令和 9年 3月24日まで
土木関係コンサルタント

村　上　　睦
釧路開発建設部
釧路市幸町１０丁目３番地

令和 8年 4月 8日
（株）構研エンジニアリング
北海道札幌市中央区北四条東４－１－
１

7430001005618

会計法第２９条の３第４項
　本業務は、一般国道４４号 尾幌糸
魚沢道路において、円滑かつ効率的な
事業を実施することを目的に、事業計
画を管理し、今後の事業に向けた基礎
資料を作成するものである。 
　当該業務は、技術的に高度なもの又
は専門的な技術が要求されるため、技
術提案の内容と企業や技術者の能力を
総合的に評価する簡易公募型プロポー
ザル方式を採用した。 
　その中で、技術提案のテーマである
「尾幌糸魚沢道路の工事進捗状況を踏
まえ、全体事業費を管理、検討する上
での留意点及び工夫について」に対し
て的確性及び実現性等が優れた上記業
者を特定した。 
　以上のことから、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号の規定により、上記業者と随意契
約を締結するものである。
（公募）

20,691,000 20,691,000 100.000

釧路開発建設部管内　道路サービスレベル向上検討外一連業務
釧路市ほか
令和 8年 4月 9日から令和 9年 2月25日まで
土木関係コンサルタント

村　上　　睦
釧路開発建設部
釧路市幸町１０丁目３番地

令和 8年 4月 8日

パシフィックコンサルタンツ（株）
北海道支社
北海道札幌市北区北七条西一丁目２番
地６

8013401001509

会計法第２９条の３第４項
　本業務は、釧路開発建設部管内にお
ける地域や道路網の現況・課題を調査
し、管内道路網及び管内道路サービス
レベル向上の検討を行うものである。 
　当該業務は、技術的に高度なもの又
は専門的な技術が要求されるため、技
術提案の内容と企業や技術者の能力を
総合的に評価する簡易公募型プロポー
ザル方式を採用した。 
　その中で、技術提案のテーマである
「釧路開発建設部管内において、整備
優先度及び道路サービスレベル向上を
検討する上での留意点について」に対
して的確性及び実現性等が他社より優
れ、総合的に最も高い評価を得た上記
業者を特定した。 
　以上のことから、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号の規定により、上記業者と随意契
約を締結するものである。
（公募）

27,995,000 27,984,000 99.961



公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号
随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由(企画競争又は公募)

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備 　考

北海道横断自動車道　道路路線検討外一連業務
厚岸町ほか
令和 8年 4月 9日から令和 9年 2月25日まで
土木関係コンサルタント

村　上　　睦
釧路開発建設部
釧路市幸町１０丁目３番地

令和 8年 4月 8日
（株）ドーコン
北海道札幌市厚別区厚別中央一条５－
４－１

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
　本業務は、釧路開発建設部管内にお
ける北海道横断自動車道根室線の整備
方針検討、道路路線検討、交通量推
計、費用便益分析を行うものである。 
　当該業務は、技術的に高度なもの又
は専門的な技術が要求されるため、技
術提案の内容と企業や技術者の能力を
総合的に評価する簡易公募型プロポー
ザル方式を採用した。 
　その中で、技術提案のテーマである
「北海道横断自動車道根室線におい
て、道路路線検討を行う上での留意点
について」に対して的確性及び実現性
等が優れた上記業者を特定した。 
　以上のことから、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号の規定により、上記業者と随意契
約を締結するものである。
（公募）

33,110,000 33,055,000 99.834

釧路開発建設部管内　ロードキル対策検討業務
釧路市ほか
令和 8年 4月15日から令和 9年 2月25日まで
土木関係コンサルタント

村　上　　睦
釧路開発建設部
釧路市幸町１０丁目３番地

令和 8年 4月14日
（一社）北海道開発技術センター
北海道札幌市北区北十一条西２－２－
１７　セントラル札幌北ビル

2430005010809

会計法第２９条の３第４項
　本業務は、エゾシカや希少鳥類等の
野生動物と車両の衝突事故（ロードキ
ル）が多発していることから、交通安
全向上および自然再興（ネイチャーポ
ジティブ）の推進に資する対策の検討
を目的にロードキル発生状況の把握、
データ収集、およびロードキル多発区
間の現状を分析し、ロードキル対策を
検討するものである。 
　当該業務は、技術的に高度なもの又
は専門的な技術が要求されるため、技
術提案の内容と企業や技術者の能力を
総合的に評価する簡易公募型プロポー
ザル方式を採用した。 
　その中で、技術提案のテーマである
「ネイチャーポジティブの観点から
ロードキル対策を検討する上での留意
点について」に対して的確性及び実現
性等が優れた上記業者を特定した。 
　以上のことから、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号の規定により、上記業者と随意契
約を締結するものである。
（公募）

20,438,000 20,306,000 99.354



公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号
随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由(企画競争又は公募)

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備 　考

釧路開発建設部管内　道路防災対策検討業務
釧路市ほか
令和 8年 4月15日から令和 9年 2月26日まで
土木関係コンサルタント

村　上　　睦
釧路開発建設部
釧路市幸町１０丁目３番地

令和 8年 4月14日
（株）ドーコン
北海道札幌市厚別区厚別中央一条５－
４－１

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、釧路開発建設部管内におけ
る津波や火山災害等について、道路管
理者としての対応方法及び手順の検討
を行い、各種計画の見直し・更新等を
行うとともに、関係機関との調整を行
う。また、各種防災への意識向上に向
けた取り組みを行うものである。
当該業務は、技術的に高度なもの又は
専門的な技術が要求されるため、技術
提案の内容と企業や技術者の能力を総
合的に評価する簡易公募型プロポーザ
ル方式を採用した。
　そのなかで、技術提案のテーマであ
る「火山災害における道路管理計画を
検討する際の留意点について」に対し
て、的確性及び実現性等が優れた上記
業者を特定した。
　以上のことから、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号の規定により、上記業者と随意契
約を締結するものである。
（公募）

30,701,000 30,701,000 100.000

釧路川環境整備事業計画検討業務
釧路市ほか
令和 8年 5月13日から令和 9年 2月25日まで
土木関係コンサルタント

村　上　　睦
釧路開発建設部
釧路市幸町１０丁目３番地

令和 8年 5月12日
日本工営（株）札幌支店
北海道札幌市中央区北５条西６丁目２
番地

2010001016851

会計法第２９条の３第４項
　本業務は、釧路川及び釧路湿原にお
ける流域の地域連携を促進させるた
め、「釧路川流域かわまちづくり協議
会」の推進に向けた検討及び運営補助
を行うとともに、釧路湿原自然再生に
おける地域づくりの推進に関する検討
を行う。 
　また、釧路川総合水系環境整備事業
のおける公共事業の効率性や透明性の
向上を目的とした事業評価資料の検討
を行うものである。 
　当該業務は、技術的に高度なものま
たは専門的な技術が要求されるため、
技術提案の内容と企業や技術者の能力
を総合的に評価する簡易公募型プロ
ポーザル方式を採用した。その中で技
術提案に求めたテーマの「釧路川流域
かわまちづくり計画における施設設計
検討の留意点について」に対して、技
術提案書における的確性、実現性等が
優れ、総合的に最も高い評価を得た上
記業者を選定した。 
　以上のことから、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号の規定により上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

62,997,000 62,986,000 99.983



公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号
随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由(企画競争又は公募)

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備 　考

釧路湿原自然再生事業検討業務
釧路市ほか
令和 8年 5月13日から令和 9年 3月18日まで
土木関係コンサルタント

村　上　　睦
釧路開発建設部
釧路市幸町１０丁目３番地

令和 8年 5月12日
釧路湿原自然再生事業検討業務　リッ
ク・ドーコン　設計ＪＶ
北海道札幌市北区北七条西４－５－１

会計法第２９条の３第４項
　本業務は、釧路湿原の自然再生を目
的として実施している茅沼地区旧川復
元事業、久著呂地区土砂流入対策事業
及びヌマオロ地区旧川復元事業におけ
る釧路湿原全域への効果を検証し、今
後の健全な湿原環境保全の方策を検討
するものである。また、釧路湿原自然
再生を推進するための各種施策につい
て議論、検討、報告を行う協議会等を
開催するため資料作成等を行うもので
ある。 
　当該業務は、技術的に高度なものま
たは専門的な技術が要求されるため、
技術提案の内容と企業や技術者の能力
を総合的に評価する簡易公募型プロ
ポーザル方式を採用した。その中で技
術提案に求めたテーマの「釧路湿原自
然再生事業の効果を検証する上での留
意点について」に対して、技術提案書
における的確性、実現性等が優れ、総
合的に最も高い評価を得た上記業者を
選定した。 
　以上のことから、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号の規定により上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

29,359,000 29,359,000 100.000

一般国道３９１号　弟子屈町　磯分内跨線橋施工計画検討外一連業務
弟子屈町ほか
令和 8年 5月20日から令和 8年12月25日まで
土木関係コンサルタント

村　上　　睦
釧路開発建設部
釧路市幸町１０丁目３番地

令和 8年 5月19日
パシフィックコンサルタンツ（株）北
海道支社
北海道札幌市北区北７条西１－２－６

8013401001509

会計法第２９条の３第４項
　一般国道３９１号磯分内跨線橋及び
一般国道３８号釧路市大楽毛跨線橋に
おいて、橋梁補修工事の円滑な促進を
図ることを目的として、関係機関協議
を踏まえた施工計画検討及び仮設足場
工詳細設計等を行うものである。 
　当該業務は、技術的に高度なもの又
は専門的な技術が要求されるため、技
術提案の内容と企業や技術者の能力を
総合的に評価する簡易公募型プロポー
ザル方式を採用した。 
　その中で、技術提案のテーマである
「跨線橋における仮設足場工の施工計
画を検討する上での留意点について」
に対して的確性及び実現性等が他社よ
り優れ、総合的に最も高い評価を得た
上記業者を特定した。 
　以上のことから、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号の規定により、上記業者と随意契
約を締結するものである。
（公募）

11,528,000 11,528,000 100.000



公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号
随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由(企画競争又は公募)

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備 　考

一般国道３９１号　標茶町　塘路中央帯施工計画検討外一連業務
標茶町
令和 8年 5月13日から令和 9年 3月25日まで
土木関係コンサルタント

村　上　　睦
釧路開発建設部
釧路市幸町１０丁目３番地

令和 8年 5月12日
（株）郡土木コンサルタント
北海道釧路市米町３－１－２０

2460001000579

会計法第２９条の３第４項
　一般国道３９１号標茶町塘路中央帯
整備事業及び一般国道３９１号標茶町
塘路登坂車線整備事業実施について、
地域条件に十分配慮した施工計画検討
等、資料作成・整理を行うものであ
る。 
　当該業務は、技術的に高度なもの又
は専門的な技術が要求されるため、技
術提案の内容と企業や技術者の能力を
総合的に評価する簡易公募型プロポー
ザル方式を採用した。 
　その中で、技術提案のテーマである
「塘路中央帯整備区間において安全性
及び施工性に配慮した施工計画検討を
行う上での留意点について」に対して
的確性及び実現性等が他社より優れ、
総合的に最も高い評価を得た上記業者
を特定した。 
　以上のことから、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号の規定により、上記業者と随意契
約を締結するものである。
（公募）

16,995,000 16,973,000 99.871

浜中地区　事業計画検討業務
浜中町
令和 8年 5月27日から令和 9年 2月26日まで
土木関係コンサルタント

村　上　　睦
釧路開発建設部
釧路市幸町１０丁目３番地

令和 8年 5月26日
（株）ドーコン
北海道札幌市厚別区厚別中央一条５－
４－１

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
　本業務は、国営農地再編整備事業
地区調査「浜中地区」に係る事業計画
検討のための地下水位調査、土壌調
査、環境調査、換地計画調査、基礎調
査及び計画調査を行うものである。 
　「浜中地区」の事業計画検討にあ
たって、本地区は、大型農作業機械
（モアーコンディショナ及びハーベス
タ）が効率的に牧草収穫を行うことが
できるように、２～３ha程度の小区画
なほ場を約10ha（約540m×180m）に大
区画化することを計画している。しか
し、地区の一部では、３°以上の傾斜
や不均一なうねりを有する地形条件で
あり、区画整理工事計画においてどの
程度まで勾配修正やうねりを解消させ
るかによっては、切盛土量の変動が大
きく工事費の差が生じてくる。また、
地区の過半数が土壌に起因する過湿を
呈しており、過湿被害解消のためには
暗渠排水が必要であるが、整地工以上
に工事費の単価が高く、経済的な工事
費算定が重要である。さらに、整地や
暗渠排水といった全ての工事内容にお
いて、大量の土砂流出が懸念され、土
砂流出防止対策等の水質保全への取組
みが重要となっており、これらを踏ま
えた事業計画の検討が必要となる。こ
のため、企業や技術者の高度な知識と
経験、技術力が求められることから、
企業や技術者の能力と技術提案の内容
を総合的に評価する簡易公募型プロ
ポーザルに準じた手続きを採用した。 
　特定テーマである『本地区の地形条
件、土壌条件及び環境特性を踏まえた
区画整理工事計画を検討する上での留

34,705,000 34,441,000 99.239



公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号
随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由(企画競争又は公募)

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備 　考

浜中地区　営農計画等検討業務
浜中町
令和 8年 5月27日から令和 9年 2月26日まで
土木関係コンサルタント

村　上　　睦
釧路開発建設部
釧路市幸町１０丁目３番地

令和 8年 5月26日
（株）ドーコン
北海道札幌市厚別区厚別中央一条５－
４－１

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
　本業務は、国営農地再編整備事業地
区調査「浜中地区」に係る営農計画等
検討のための基礎調査、営農計画調査
及び費用対効果分析を行うものであ
る。 
　「浜中地区」の営農計画検討にあ
たって、本地区は、高品質な生乳生産
により地域農業が発展してきた中で、
高齢化や離農に伴い農家戸数が減少
し、離農跡地の継承による担い手の経
営規模拡大が進んでおり、今後はさら
なる経営規模拡大が進むことで労働力
不足が生じる。また、地域ではコント
ラクターによる大型機械を使用した収
穫等ほ場作業の外部委託化に取り組ん
でいるものの、ほ場の多くが小区画や
排水不良であるため作業効率が悪く、
地域一円でのコントラクターへの外部
委託化が実現しておらず、営農コスト
の増嵩が課題となっており将来の地域
農業の持続的発展に資するための営農
計画の検討が必要となっている。この
ため、企業や技術者の高度な知識と経
験、技術力が求められることから、企
業や技術者の能力と技術提案の内容を
総合的に評価する簡易公募型プロポー
ザルに準じた手続きを採用した。 
　特定テーマである『本地区の経営規
模拡大における労働力不足、高齢化や
離農に伴う担い手への農地流動化の重
要性を踏まえた営農計画を検討する上
での留意点』について、本地区の経営
規模拡大における労働力不足、高齢化
や離農に伴う担い手への農地流動化の
重要性を踏まえた具体的かつ実現性の
ある技術提案があり、技術者の経験や

23,562,000 23,562,000 100.000

羅臼漁港基本設計業務
羅臼町
令和 8年 5月27日から令和 9年 1月29日まで
土木関係コンサルタント

村　上　　睦
釧路開発建設部
釧路市幸町１０丁目３番地

令和 8年 5月26日
北日本港湾コンサルタント（株）
北海道札幌市中央区南２条東２－８－
１

3430001018771

会計法第２９条の３第４項
　本業務は羅臼漁港の防波護岸（西埠
頭）、-3.5ｍ岸壁、道路の基本設計、
詳細設計を行うことを目的とする。
　このため、企業や技術者には、対策
の検討にあたり、漁港施設の外郭施
設、係留施設及び輸送施設についての
高度な知識と構想力・応用力が求めら
れることから、技術提案の内容と企業
や技術者の能力を総合的に評価するプ
ロポーザル方式を採用した。
　選定に当たっては、予定管理技術者
の能力と実施方針に加え、特定テーマ
「羅臼漁港防波護岸（西埠頭）、-
3.5m岸壁の基本設計を行うにあたって
の留意点について」に関する技術提案
を求めた。
　その結果、上記業者は、予定管理技
術者の豊富な経験に加え、業務内容に
対しての理解度が高く、また、特定
テーマに対し、設計に当たっての利用
条件、制約事項の把握、設計条件の設
定に当たっての留意点、老朽化した既
設構造物において流用を考慮した構造
形式の選定、改良断面に対する施工性
を考慮した構造決定の方法について着
眼点として挙げ、これらの課題抽出と
その解決方法について、具体的かつ実
現性のある技術提案があり、総合的に
高い評価を得たことから上記業者を特
定した。
　以上のことから、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号の規定により、上記業者と随意契
約を締結するものである。（公募）

29,216,000 29,194,000 99.925



公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号
随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由(企画競争又は公募)

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備 　考

一般国道４４号　釧路町　雪裡橋施工計画検討業務
釧路町
令和 8年 5月20日から令和 9年 3月25日まで
土木関係コンサルタント

村　上　　睦
釧路開発建設部
釧路市幸町１０丁目３番地

令和 8年 5月19日
中央コンサルタンツ（株）札幌支店
北海道札幌市中央区北４条東１－２－
３

9180001026134

会計法第２９条の３第４項
　一般国道４４号　釧路町　雪裡橋架
替事業において、円滑な工事進捗を図
ることを目的に施工計画検討、関係機
関との協議資料の作成を実施するもの
である。 
　当該業務は、技術的に高度なもの又
は専門的な技術が要求されるため、技
術提案の内容と企業や技術者の能力を
総合的に評価する簡易公募型プロポー
ザル方式を採用した。 
　その中で、技術提案のテーマである
「当該事業における下部工の施工計画
を検討する上での留意点について」に
対して的確性及び実現性等が他社より
優れ、総合的に最も高い評価を得た上
記業者を特定した。 
　以上のことから、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号の規定により、上記業者と随意契
約を締結するものである。
（公募）

12,848,000 12,848,000 100.000

釧路開発建設部管内および網走開発建設部管内の跨線道路橋補修工事
釧路市ほか
令和 8年 5月8日から令和 9年 3月31日まで

村上　睦
釧路開発建設部
釧路市幸町１０丁目３番地

佐藤　善文
網走開発建設部
網走市新町２丁目６番１号

令和 8年 5月8日
北海道旅客鉄道（株）
北海道札幌市中央区北１１条西１５－
１－１

4430001022657

会計法第２９条の３第４項
鉄道営業線近接範囲における跨線道路
橋補修の促進や、鉄道事業者との円滑
な協議に向けた事前検討手順の整備等
を図ることにより、補修工事の円滑な
推進を目指し、北海道内の安全かつ持
続可能な陸上交通の確保に寄与するこ
とを目的として、「JR 北海道管内跨
線道路橋補修等促進協議会」が設立さ
れた。（公募）
当協議会における協議の結果、これま
で北海道旅客鉄道株式会社に委託して
いた工事の一部について、北海道旅客
鉄道株式会社の保安体制のもとで道路
管理者が実施する道路管理者施工方式
を促進・試行することとなった。
この方針を踏まえ、釧路開発建設部及
び網走開発建設部管内の令和８年度跨
線道路橋補修工事を実施するに当た
り、仮設足場設置時に必要となる保安
業務を北海道旅客鉄道株式会社へ工事
委託するものである。

61,174,000 61,174,000 100.000



公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号
随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由(企画競争又は公募)

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備 　考

一般国道３８号釧路市橋北電線共同溝設備設置工事
釧路市
令和 8年 5月26日から令和 8年12月11日まで

村上　睦
釧路開発建設部
釧路市幸町１０丁目３番地

令和 8年 5月26日

エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）北海道事業部
北海道札幌市中央区北1条西4丁目2番地
４

2010001063299

会計法第２９条の３第４項
無電柱化推進事業として電線共同溝を
設置する工事にあたり、ＮＴＴ東日本
株式会社と床堀の断面を共有すること
により共同溝の大部分を歩道内に設置
することができ、支障物件移転補償費
を低減できる。また同社が所有する通
信線の移設等を行う際に、通信線保護
の観点から専門知識を有し安全に施工
できる唯一の機関である。（公募）

69,348,979 69,348,979 100.000


